
全県への「医療警報」発出を踏まえてのお願い

長野県からのお知らせ 日本語を短くしたもの

現在、長野県では新型コロナウイルスの感染者が急速に増えています。このまま感染する人が増え
ると、新型コロナウイルス感染症や他の病気等で医療を必要としている方への医療提供が困難に
なってきています。自分や大切な人の命を守るために、基本的な感染防止策を徹底していただくとと
もに、次のことをお願いします。

１ 高齢者、基礎疾患がある方は、感染リスクの高い行動を避けてください。

２ 飲酒を伴う５人以上の会食は、感染対策を徹底していただき、対策ができ

ない場合は実施しないでください。

３ 感染拡大地域※への訪問、同地域からの帰省はできるだけ控えてください。

訪問や帰省が必要な場合は、人との接触機会を最大限減らし、滞在時間も

できるだけ少なくするなど、最大限の感染防止策を講じてください。

※ 感染拡大地域は、長野県多文化共生相談センターのウェブサイトでお知らせしています。

４ 旅行はできるだけ同居のご家族と県内でお楽しみください。

５ 事業者の皆様は、感染拡大防止ガイドラインを徹底して、

新型コロナ対策推進宣言をしてください。

県民の皆様は、新型コロナ対策推進宣言の店を利用してください。

６ 事業者の皆様は、従業員の皆様の在宅勤務・テレワーク、時差出勤の

拡大をお願いします。

また、休憩時間など、いわゆる居場所の切り替わりによる、気の緩み

への注意喚起など、改めて感染防止策の徹底をお願いします。

７ 医療機関、福祉施設における感染や、園児、児童生徒の感染が確認されて

います。施設管理者の皆様は、改めて感染防止策の徹底をお願いします。

基本的な感染防止策

✓人と会う機会を減らす ✓３密（密閉、密集、密接）の環境を避ける

✓手洗い・手指消毒をする ✓体調が悪いとき（10日以内に悪かったとき）は外出しない

お願いしたいこと

体調が悪い時は、外に出ずかかりつけ医に電話で相談してください。

かかりつけ医がない人や外国語で相談したい人は

TEL 0120-974-998 に電話をして相談してください（24時間対応）

長野県多文化共生相談センターウェブサイト
https://www.naganoken-tabunka-center.jp/en/covid19-info/


